
こども家庭センターにおける虐待予防の取り組みについて 

 

１ 児童虐待の現状について 

（１）児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移（全国） 

 

出典：子ども虐待防止オレンジリボン運動 https://www.orangeribbon.jp/about/child/data.php 

 

（２）死亡した子どもの人数と年齢（全国） 

 

出典：子ども虐待防止オレンジリボン運動 https://www.orangeribbon.jp/about/child/data.php 

資料 ８ 



（人） （３）愛西市が対応した児童虐待相談件数の推移 

 

 ※市から児童相談所への送致ケース：令和５年度２件（身体的虐待、ネグレクト） 

                  令和６年度５件（身体的虐待 4件、心理的虐待） 

 

（４）愛西市が対応した児童虐待相談件数の種別 

 

 

（５）令和 6年度愛西市における乳幼児健康診査問診票の虐待項目の回答状況について 
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２ 愛西市こども家庭センターにおける虐待予防の取組について 

（１）母子健康手帳交付時の保健師における全件面接と応援プランの作成 

（２）母子ケース検討会の実施 

（３）養育支援訪問事業の実施（処遇検討会、ケース検討会） 

（４）虐待等防止ネットワーク協議会、実務者会議の実施 

（５）要保護・要支援児童のケース会議や他機関連携（児童相談所、学校、警察、社会福

祉協議会、放課後等デイサービス、病院等） 

（６）合同ケース会議の実施 

（７）校長会、教頭会、民生児童委員等への児童虐待予防・早期発見の協力依頼 

（８）虐待予防啓発活動（市民祭での啓発活動、広報への掲載） 

（９）乳児期の健康診査、相談事業におけるこども家庭センタ―保健師による支援 

（１０）幼児期の健康診査における家庭相談員による支援 ☆ 

（１１）児童福祉機能、母子保健機能合同の事例検討会の開催 ☆ 

 

                            ☆：令和 7年度開始 


